
～イノベーティブふくしまⅡ～～イノベーティブふくしまⅡ～～イノベーティブふくしまⅡ～～イノベーティブふくしまⅡ～ 

 

 

1 

 

第第第第１章１章１章１章    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災時の状況時の状況時の状況時の状況  

 

第第第第 １１１１ 節節節節     東 日 本 大 震 災東 日 本 大 震 災東 日 本 大 震 災東 日 本 大 震 災 に お け るに お け るに お け るに お け る 情 報 通 信情 報 通 信情 報 通 信情 報 通 信 のののの 状 況状 況状 況状 況  

平成２３年３月１１日１４時４６分、三陸沖を震源とするマグニチュード

９．０の地震が発生し、福島県内では最大震度６強の強い揺れを観測すると

ともに、太平洋沿岸で大津波が発生し、大きな被害が生じました。  

この震災では、重要なライフラインである、情報通信インフラにも甚大な

被害が発生しました。通信網については、通信の途絶や混雑、停電等により

情報通信機器が使用できなくなるなどの被害が発生し、県民生活はもとより

災害復旧活動にも大きな影響を与えました。  

このような中、民間事業者等により、情報通信インフラの早期復旧に向け

た取組みが行われるとともに、特設公衆電話の設置、災害用伝言サービス等

の災害時の対策が実施されました。また、データ放送による災害情報の提供

や、インターネットを活用したソーシャルメディア等の新たなメディアが、

安否確認や被災者支援のために使われるなど、新たな取組みも数多く行われ

ました。  

一方で、いわゆるデマ情報などがインターネットで流布されたとの指摘や、

インターネットを利活用できた者と、そうでない者との情報格差が発生した

との指摘など、課題点も挙げられたところです。  

なお、福島県においては、地震発生直後の１４時４６分に災害対策本部を

設置。情報通信の制約がある中で関係機関と連携し、全庁を挙げて被害状況

の把握などの情報収集、人命の救助、被災者の救援・救助活動、消火活動等

の災害応急活動、被災地におけるライフラインの復旧、必要な人員・物資の

確保、被災地の住民等に対する情報の提供に努めました。  
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図表１－１ 携帯電話ネットワークの被災箇所  （出典）総務省「平成 23 年版情報通信白書」 

図表１－２ 固定電話不通回線数の推移 

(出典)総務省「平成 23 年版情報通信白書」 
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図表１－３ 携帯電話基地局停波局数の推移 

(出典)総務省「平成 23 年版情報通信白書」 

図表１－４ 震災に関する情報提供で、重視しているメディア・情報源（複数回答） 

(出典)総務省「平成 23 年版情報通信白書」 
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第第第第 ２２２２ 節節節節     発 災 時発 災 時発 災 時発 災 時 に お け るに お け るに お け るに お け る 県県県県 Ｉ Ｃ ＴＩ Ｃ ＴＩ Ｃ ＴＩ Ｃ Ｔ 部 門部 門部 門部 門 のののの 対 応対 応対 応対 応 と そ のと そ のと そ のと そ の 課課課課 題題題題  

災害等により、情報システムに障害が発生した場合であっても、地方公共

団体の業務の中断を防止し、また、それを早期に復旧することを目的として

総務省は「地方公共団体におけるＩＣＴ部門の業務継続計画（ＢＣＰ）策定

に関するガイドライン」を設けています。  

福島県においては、ＩＣＴ部門が主導する検討や実施可能な範囲を定めた

ガイドラインの第１部までを、２０年度～２１年度に検討済みでしたが、震

災を経験して様々な課題が浮かび上がってきたので検証した結果を次に示し

ます。  

 

 １１１１    発災時の状況発災時の状況発災時の状況発災時の状況  

（１）他課のネットワークについて十分な知識がなかったため、障害時に有

効な支援ができなかった。また、保守委託先の原子力発電所事故時の社

内規定などは把握できていなかった。  

（２）県庁舎（本庁舎、西庁舎、東分庁舎等）は一部立入禁止となり、執務

室の移転を余儀なくされるなどの被害があった。  

  また、電気設備の損傷により西庁舎の８階以上の上階にかけて停電が

継続し、マシン室内を含め庁内に設置した機器類は、防災用電源に接続

されているものを除き大きな影響が出た。  

（３）データセンター被災時にどんな方法で、どんな手段で、又は、何をど

のような優先順位で、システムを応急稼働させるかなどの検討は不足し

ていた。  

  また、大震災や原子力発電所事故の発生により、ホームページへのア

クセスが爆発的に増加することを想定していなかった。  

（４）行動計画を意識して対応ができるほどの余裕はなかった。  

（５）電話網は麻痺しており勤務時間外であれば、職員招集の連絡は一切取

れなかった可能性が高い。  
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 ２２２２    課課課課題題題題と対応と対応と対応と対応  

１の検証を基に、ＢＣＰ上検討が不十分だったこと及びそれに対する改善

策をまとめると、以下の内容が考えられます。  

（１）他課の業務に踏み込んだＢＣＰの策定  

情報システム課分のネットワーク構成は把握済みだったが、原子力対

策関連や災害対策関連のネットワークについて十分な知識がなく、障害

時に有効な支援ができない。  

これら関係課との日頃の情報共有とともに、他課の業務に踏み込んだ

ＢＣＰの策定が必要である。  

（２）代替ネットワークの備え  

震災による物流の麻痺までを想定すると、有線回線の復旧には限界が

あり事務所の移転を余儀なくされた場合等に迅速な対応ができない。  

無線通信は緊急時に役に立つことから、あらかじめ機器を確保し、主

要な庁舎から無線通信可能な貸事務所等を複数選別しておくことも必要

な備えである。  

（３）災害対策本部に対する支援体制の整理  

災害対策本部は、本来ならば本庁舎５階の正庁に設けられるはずで

あったが、庁舎の被害状況を勘案し第２候補である福島県自治会館３階

大会議室に設置された。このとき、直前までどこに設置されるかが不明

で、事前準備がしにくい状況であった。  

また、政府や他都道府県支援職員の持ち込む機器が大量にネットワー

ク接続されることを見越した準備が必要である。  

（４）原子力発電所事故の想定  

原子力発電所事故が起こると、物資・運搬手段・道路の全てが健全で

も、民間企業の場合、外出制限により「運べない、取りに行けない、誰

にも頼めない」状況が発生する。  

緊急時に使用する機器は、原子力発電所事故があっても、確実に自分

たちで運べる場所に備えておく必要がある。  
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（５）データセンターにおける「さらなる備え」  

今回の震災では、停電は発生したものの、バックアップ用の電源系に

より給電関係の問題は起きなかった。  

しかし、商用電源が長時間回復しない場合、燃料輸送の途絶により自

家発電機用燃料が払底する可能性や、断水により発電機用エンジンや、

夏季であればコンピュータ機器を冷却できない事態も懸念されることか

ら、通信網以外のインフラ（電気、水道、建物）を含めたＢＣＰを考え

ておく必要がある。  

 

 ３３３３    全庁一体的対策の必要性全庁一体的対策の必要性全庁一体的対策の必要性全庁一体的対策の必要性  

県は以上の教訓から、県内部、国・他都道府県・市町村、県民にとって次

の行動の拠り所となる「情報」を維持するため、情報部門のみならず全庁一

体となってさらなる対策を行っていく必要性があります。  
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図表１－５ 震災により立入禁止になった県有施設

図表１－６ 震災直後の県庁西庁舎内
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震災により立入禁止になった県有施設 

震災直後の県庁西庁舎内 
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コ ラ ムコ ラ ムコ ラ ムコ ラ ム     東 日 本 大 震 災 時東 日 本 大 震 災 時東 日 本 大 震 災 時東 日 本 大 震 災 時 のののの Ｉ Ｃ ＴＩ Ｃ ＴＩ Ｃ ＴＩ Ｃ Ｔ 支 援支 援支 援支 援  

このコラムでは、震災時にＩＣＴをハード面から御支援いただいた例

と、ソーシャルメディアがどのように用いられたかを御紹介します。  

■■■■東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    ＩＣＴ支援応援隊ＩＣＴ支援応援隊ＩＣＴ支援応援隊ＩＣＴ支援応援隊  

 ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェアというＩＣＴの各業態の力を結集して、

被災者・被災地の救援・復旧を手伝うことが、一日も早い復興に向けて有効ではない

か、と考えた下記に挙げる諸団体が業界に働きかけ、「東日本大震災 ＩＣＴ支援応

援隊」を設立し、総務省、経済産業省の助言も得つつ、被災者・被災地へのきめ細や

かなＩＣＴ支援体制を確立しました。  

 具体的には、被災者に使ってもらうＰＣの無償提供、現地支援機関とも連携したネッ

トワーク接続設定も含めた支援が中心的でした（県内での例を次ページに挙げます）。  

共同設立呼びかけ人  

  ・社団法人 日本経済団体連合会  

  ・社団法人 コンピュータソフトウェア協会（ＣＳＡＪ）  

  ・在日米国商工会議所（ＡＣＣＪ）  

  ・一般社団法人 情報サービス産業協会（ＪＩＳＡ）  

  ・一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会（ＣＩＡＪ）  

  ・社団法人 電気通信事業者協会（ＴＣＡ）  

  ・一般社団法人 電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）  

  ・一般社団法人 日本コンピュータシステム販売店協会（ＪＣＳＳＡ）  

 

  

東日本大震災 ＩＣＴ支援応援隊活動の仕組み 

(出典)東日本大震災 ＩＣＴ支援応援隊活動報告
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支援先支援先支援先支援先におけるにおけるにおけるにおける活用状況活用状況活用状況活用状況（（（（利用者利用者利用者利用者にににに対対対対するインタビューするインタビューするインタビューするインタビュー（（（（ 平成平成平成平成 23232323 年年年年 7777 月実施月実施月実施月実施））））））））    

飯舘村飯野出張所飯舘村飯野出張所飯舘村飯野出張所飯舘村飯野出張所    ～～～～役場の被災者関連業務での活用役場の被災者関連業務での活用役場の被災者関連業務での活用役場の被災者関連業務での活用～～～～  

○  支援物資 ＰＣ３２台、プリンタ５台  

○  支援時期 ５月から順次  

○  概要  

 ・飯舘村役場は、６月２２日に福島市役所飯野支所内に設けた飯野出張所へ機能を

移転した。村民約６，０００人のほとんどが既に移転先を決定しており、うち３，５

００人は出張所から１時間圏内に移転するが、さらに遠方に移転する住民も多い。  

○  活用状況  

 ・ＰＣ３０台は出張所で、村長の執務用を始め被災者関連業務で使用している。  

 ・役場機能のある福島市飯野町のほか、福島市松川町、伊達市、国見町、相馬市の

大きく５か所に仮設住宅などができるため、そちらにプリンタを設置する予定。  

     

 

川俣町仮設住宅川俣町仮設住宅川俣町仮設住宅川俣町仮設住宅    ～～～～仮設住宅での活用仮設住宅での活用仮設住宅での活用仮設住宅での活用～～～～  

○  支援物資 ＰＣ１５台、プリンタ６台  

○  支援時期 ６月  

○  活用状況  

 ・１６０戸の仮設住宅（農村広場）へは６月２６日に入居開始。現地の集会所にま

ず２台のＰＣをモデル的に設置し、この後、別棟の談話室にも拡大していく予定。こ

の他、２箇所（体育館、中央工業団地）で建設している小規模（３０戸及び４０戸）

の仮設住宅の集会所等にも設置し、有効活用する。  

  

６月２２日に役場機能を福島市飯野町に移転 ＰＣは被災者関連業務で活用 

仮設住宅の集会所にＰＣを設置、他の地域にも順次設置予定 
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■■■■ソーシャルメディアに期待される「新しい公共」としての役割ソーシャルメディアに期待される「新しい公共」としての役割ソーシャルメディアに期待される「新しい公共」としての役割ソーシャルメディアに期待される「新しい公共」としての役割  

 東日本大震災を契機に、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）
1
に対する関心が高まってい

ます。その代表的なメディアであるツイッター（Twitter）
2
上では、震災発生直後から

安否情報や物資の要請をはじめとする数多くの情報が飛び交っていました。  

 これまで、被災地以外で生活する者は、発災直後における罹災した人々の声をテレ

ビやインターネットを通じて知るのが一般的でしたが、このたびの震災では、ツイッ

ターを通じて“人から人へ”の伝搬が見られ、多数のフォロワー（購読者）を抱える

有名人も情報の拡散に参加しました。  

 また、国、地方公共団体等の公共機関において、情報発信等の強化のために、こう

したサービスを利用する事例が増えてきていましたが、特に、東日本大震災の発生以

降、震災対応に関する情報の発信のため、多くの公共機関でソーシャルメディアが活

用されました。  

 

○○○○  情報を整理する「まとめサイト」の出現情報を整理する「まとめサイト」の出現情報を整理する「まとめサイト」の出現情報を整理する「まとめサイト」の出現  

 ソーシャルメディア等インターネット上では、震災後、上記のように多くの種類の

情報が流通しました。しかしながら、それらの情報は、膨大かつ必ずしも十分に整理

されているとはいえない状況にあり、加えて、個人が発出して流通する情報は、その

ままでは流れて消えてしまうことから、ストック化して共有・二次利用するための取

組みが、震災直後から様々な主体によって数多く立ち上げられ、目的や地域等別に情

報をまとめる「まとめサイト」が多く作成されました（図表「震災支援ソーシャルメ

ディアの例」）。  

 

○○○○  「新しい公共」実現の萌芽「新しい公共」実現の萌芽「新しい公共」実現の萌芽「新しい公共」実現の萌芽  

 今回の震災を通じて、様々なソーシャルメディアが構築され利用されています。そ

のほとんどが、国民一人ひとりの公共の精神に立脚していることはいうまでもありま

せん。これは、平成２３年 1 月の内閣総理大臣施政方針演説以来、既存の公共機関に

                                                

1
ＳＮＳ：【Social Networking Service】参加するユーザーが互いに自分の趣味、好み、友人、

社会生活などのことを公開しあったりしながら、幅広いコミュニケーションを取り合うことを

目的としたコミュニティ型のホームページ。  

2 Twitter™：ツイッター。米 Twitter 社が提供するコミュニケーションサービス。オンライン

上でメッセージを交わすサービスの一種で、最大 140 字以内の「つぶやき」と呼ばれるコメン

トを気ままに共有することで、ゆるいコミュニケーションが図れるのが特徴。  
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よらず、ボランティアやＮＰＯといった個人・組織による公的な活動として「新しい

公共」の重要性を説き、新たな社会づくりを模索してきたこととも呼応しており  

 １ 既存公共機関との役割分担の明確化と協力関係の確立  

 ２ 個人情報保護を始めとする制度面での手当  

 ３ ソーシャルメディア活用のユーザー教育  

などの取組みを通して、高まってきた行政と民間の共助の機運を継続的に活かす必要

があります。  

 

 

 

 

 

 

 

図表 震災支援ソーシャルメディアの例（開設日順） 

(出典)野村総合研究所 NRI パブリックマネージメントレビューvol.94 


